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１ 業務の目的等 

 総務省が改定した「自治体 DX 推進計画」では、住民と行政の接点の多様化・充実化を重

点項目として掲げている。 

 本市では、地域に暮らす、すべての住民が年代や国籍等を問わず、等しくデジタルの恩恵

を享受できる行政サービスを模索する中、多くの市民に影響する生活環境分野の行政サー

ビスの向上として、多言語対応のごみ分別スマートフォンアプリの導入を計画している。こ

のアプリの利用により、手軽にごみの収集日や分別区分が調べられるようになり、多様なラ

イフスタイルに応じて、デジタルデバイスに慣れ親しんだ若者世代をはじめ多忙な子育て

世帯など、幅広い層の市民に対し、適正なごみ出し、リサイクルの推進、及び不法投棄の防

止等の意識啓発が行えるものと考える。 

 将来的には、単独の環境アプリ運用に留まらず、今後検討したい総合的な行政窓口改革の

取組との連携も視野に入れ、本アプリを多言語・多様化の足がかりに位置づけ、国の「デジ

タル田園都市国家構想総合戦略」と並走して、高齢者、障がい者、外国人及び子供を含め、

多様な住民の暮らしを巻込みながら、Well-Being の視点を大切にする行政サービスの機運

の醸成を目指す。 

 

２ 公募型プロポーザル方式で提案を求める趣旨 

 本計画の策定にあたり、本市の特性に応じた優れた提案や、公民連携分野にも実績のある

適切な業務遂行能力を有する委託業者を選定するため、公募型プロポーザル方式とするも

のである。 

 

３ 業務概要 

（１）業務名称 

  令和６年度 甲斐市ごみ分別アプリ配信事業 

（２）業務内容 

  別添「仕様書」のとおり  

（３）履行期間 

  契約締結日の翌日から令和７年３月31日まで 

（５）委託上限金額   

   3,107,500円（税込） 

（６）事務局  

  甲斐市 生活環境部 環境課 生活環境係 

  郵便番号：400-0192 

  住所：山梨県甲斐市篠原2610番地 

  TEL：055-278-1706  FAX :055-276-7214 

  E-mail：seikatsukankyo@city.kai.yamanashi.jp 
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４ 参加条件 

本プロポーザルに参加できる者は、以下の全ての条件を満たす単独企業とする。 

（１）地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項に該当しない者で 

あって、同条第２項の規定に基づく本市の入札参加制限を受けていない者。 

（２）会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続き開始の申立てがなされて 

いない者。 

（３）民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続き開始の申立てがなされて 

いない者。（再生手続き開始又は、民事再生手続き開始の決定を受けた後、競争入 

札参加資格の再認定を受けた者を除く。） 

（４）納付すべき国税及び地方税に滞納がないこと。 

（５）過去５年間（平成31年４月以降）において、地方公共団体自治体発注のごみ分別ア

プリ開発および運用・保守業務又は同様・類似業務等を受注した実績を有する者 

 

５ スケジュール 

（１）日 程 

項 目 日 程 

① 実施要領の公表 令和６年８月５日(月) 

② 実施要領に関する質問受付 令和６年８月５日(月)～８月７日(水)午後５時まで 

③ 質問回答 令和６年８月８日(木)順次回答 

④ 参加表明書提出 令和６年８月９日(金)午後５時まで  

⑤ 企画提案書提出 令和６年８月14日(水)正午まで    

⑥ 企画提案書によるプレゼンテ

ーション及びヒアリング 
令和６年８月16日（金）午後１時30分～ 

⑦ 最優秀及び優秀提案の選出 令和６年８月中旬 

⑧ 審査結果公表 令和６年８月下旬 

⑨ 契約締結 令和６年８月下旬 

 

（２）実施要領の公表 

   令和６年８月５日(月) 本市ウェブサイトを通じて公表する。 

（３）実施要領に関する質問受付及び回答 

  ①質問の方法 

   本実施要領に関する質問については、電子メールのみの受付とする。電話、FAX及

び口頭並びに持参等は不可とする。質問書（様式２）を使用し、件名を「令和６年度

甲斐市ごみ分別アプリ配信事業に関する質問」とし、下記まで送信するものとする。 

  

 ②送信先 

   甲斐市 生活環境部 環境課 生活環境係 

   E-mail：seikatsukankyo@city.kai.yamanashi.jp 

   ※送信後、必ず電話により着信確認してください。 
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  ③質問受付期間 

   令和６年８月７日(水) 午後５時まで（必着） 

  ④回 答  

   令和６年８月８日(木)までに順次、市ウェブサイトに掲載し、個別には回答しない。 

（４）参加表明書の提出 

  ①受付期間 

   令和６年８月９日(金)午後５時まで（必着） 

   受付時間は、午前９時から午後５時までとする（ただし土、日、祝日は除く）。 

  ②提出方法及び提出先 

   電子メールまたは持参・郵送（必着）とする。なお、電子メールの場合は後日持参

または郵送すること。 

 

 甲斐市 生活環境部 環境課 生活環境係 

   郵便番号：400-0192 

   住所：山梨県甲斐市篠原2610番地 TEL：055-278-1706 FAX：055-276-7214 

   E-mail：seikatsukankyo@city.kai.yamanashi.jp 

   ※メールの場合、送信後、必ず電話により着信確認してください。 

  ③提出書類 

   次の提出書類を９部（正本１部、副本８部）及び電子データを提出すること。 

   （ア） 様式１   参加表明書 

   （イ） 任意様式  企業概要書 

   （ウ） 様式３－１ 業務実績一覧 

   （エ） 様式３－２ 業務実施体制 

   （オ） 様式３－３ 予定技術者の業務実績 

   （カ） 様式３－４ 協力会社等 

   （キ） 次に掲げる納税証明書（法人税、法人事業税、法人住民税、消費税及び 

地方消費税、固定資産税）：各１部 

       滞納等の記録がないもので、参加表明書提出前から３か月以内に発行され 

       たもの。なお課税されていない場合は、その旨がわかる証明書。 

（５）企画提案書の提出 

  ①受付期間 

   令和６年８月14日(水) 正午まで（必着） 

   受付時間は、午前９時から午後５時までとし、８月14日(水)については正午までと

する（ただし土、日、祝日は除く）。 

  ②提出方法及び提出先 

   持参・郵送（必着）とする。 

甲斐市 生活環境部 環境課 生活環境係 

   郵便番号：400-0192 

   住所：山梨県甲斐市篠原2610番地  
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  ③提出書類等 

   次の提出書類を９部（正本１部、副本８部）及び電子媒体により電子データ（提出

書類をＰＤＦに変換したもの）を提出すること。 

   （ア） 様式４   企画提案書 

   （イ） 任意様式  企画書 

   （ウ） 任意様式  業務工程表 

（エ） 様式５   参考見積書（任意様式も可とする） 

  ④企画書に記載する事項 

   別紙の仕様書を基に、次のことについて別紙「審査基準」にある審査項目の視点に

沿って分かりやすく具体的に記載すること。 

   （ア） 本市の特性及び地域性・将来性を踏まえたごみ分別アプリの提案 

（イ） 提案者が受注した場合の本市へのメリットや業務を遂行する際のアピール 

ポイント、提案者独自の取り組み等 

   （ウ） 業務工程表及び業務実施体制について 

⑤業務工程表に記載する事項 

   別紙の仕様書に記載する業務内容について実施スケジュールを具体的にわかるよう 

に記載すること。 

⑥提出書類作成時のその他留意点 

   使用言語は日本語、通貨は日本国通貨、単位は計量法に定めるものとし、すべて横

書きとする。なお、原則、本文中のフォントは10.5ポイント以上で統一すること。 

 

６ プレゼンテーションについて 

（１）内容 

  ①企画書内容に関するプレゼンテーション 

  ②企画書内容の補足説明 

  ③質疑応答 

（２）開催日 

  令和６年８月16日（金） 午後１時30分～ 

（３）開催場所 

  甲斐市役所 新館２階 防災対策室（山梨県甲斐市篠原2610番地） 

（４）提案時間 

  ①準備・設定      10分以内 

  ②プレゼンテーション  20分以内 

  ③質疑応答       10分以内 

（５）出席者 

  プレゼンテーションの準備も含め３名以内とし、管理技術者は必ず出席すること。 

（６）機器類について 

  プレゼンテーション用のパソコン等の必要機器については提案者が用意すること。 

  なお、スクリーン、電源延長コードについては事務局で用意する。 
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（７）その他 

  本プレゼンテーションは非公開で行う。 

  なお、本プレゼンテーションに使用する資料等がある場合は、令和６年８月15日(木)

正午までに事務局※あてに電子メールまたは持参・郵送（必着）すること。 

  ※「３ 業務概要（６）」参照 

   

７ 審査及び審査結果の通知と公表 

（１）審査方法 

提案の審査にあたっては、「令和６年度甲斐市ごみ分別アプリ配信事業公募型プロ

ポーザル審査委員会」を開催し、提出された企画提案書等に記載された提案内容につ

いて審査基準に基づいて審査を行う。 

審査委員が企画提案書等について評価した点を合計したものを審査点（130 点満点）

とし、各審査委員における審査点が最も高い者から順位を付けた後、当該順位で第１

位を得た数が多い順に参加者順位を付け、第１位の者を最優秀提案者、第２位の者を

優秀提案者として選定する。 

ただし、順位決定を行う際、同順位が複数ある場合は、同順位の者のうち参加者順

位第２位を最も多く得た参加者を上位として扱う。さらに同数の場合は、各審査委員

の審査点の合計が最も多い参加者を上位として扱う。 

参加者が１者のみだった場合については、本業務がごみ分別アプリ配信事業の取

組に係る事業計画に関連して、可及的速やかな事業の具体化及び庁内の方針決定が

求められることから、再公募は行わず、各審査委員の評価点数の合計が満点の７割以

上であることを条件として、審査委員の協議により、その提案者を最優秀提案者とす

る。 

 

（２）審査の流れ 

  提案の審査にあたっては、以下の要領で行う。 

① 評価概要 

   ・提案者からの提出書類及びプレゼンテーションを基に提案内容を審査する。 

   ・別紙「審査基準」に基づき、審査委員が採点する。 

   ・業務提案に対する審査委員全員の点数を合計し、最も高い得点を獲得した提案者

を優先交渉権者として業務の受託候補者とし、次点を次点交渉権者とする。 

  ②同得点の場合 

   ・別紙「審査基準」No.７～11アプリの機能に関する提案の得点が高い提案者を、

最優秀提案者とする。 

（３）審査結果の通知及び公表 

  ①審査の結果は、提案者全てに文書で通知する。また、選定結果通知日翌営業日に、

次の項目を市ウェブサイトにおいて公表するとともに、事務局において閲覧に供す

るものとする。 

  【公表事項】候補者名、全参加者の名前・総合評価点・企画提案評価点・価格提案評
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価点・提案金額 

  ②審査結果に対する異議を申し立てることはできない。 

 

（４）失格 

  次のいずれかに該当する場合は、失格とする。 

①受付期間を過ぎて提出書類が提出された場合。 

②提出書類に虚偽の記載があった場合。 

③審査の公平性に影響を与える行為があった場合。 

④本実施要領に違反すると認められる場合。 

⑤応募者の要件を満たされなくなった場合。 

 

８ 受託候補者との協議と契約締結 

 最優秀提案者を受託候補者とし、市との協議により、企画提案内容を踏まえ、委託業務

の詳細な内容を調整し、決定する。協議により、本業務の目的達成のために必要な範囲内

で、項目を追加、変更、あるいは削除する場合がある。また、これにより、委託上限金額

を超えない範囲で、契約内容及び契約額等の調整を行うことがある。 

 協議成立後、市と受託候補者との間で随意契約を締結する。 

 なお、受託候補者が本件の契約を辞退した場合もしくは契約締結前に応募資格を失った

場合、または虚偽の提案を行ったことが判明した場合、当該事業者を失格とし、優秀提案

者を新たに受託候補者とする。 

 

９ 応募に関する留意事項 

  ①費用負担 

   応募に係るすべての書類の作成及び提出に係るすべての費用は応募者の負担とす

る。 

  ②提出書類の取り扱い 

   提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、提出書類は返却しないもの

とする。なお、最優秀提案者の提出した書類の著作権に関しては、契約時点で本市に

帰属するものとする。また、本市は応募者に無断で本提案募集以外の目的で提出書類

を使用したり、情報を漏らしたりすることはない。 

  ③特許権 

   提案内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の日本国以外の国の法

令に基づき保護される第三者の権利の対象となっている意匠、デザイン、設計、施工

方法、維持管理方法等を使用した結果生じた責任は、応募者が負うものとする。 

 ④市からの提出資料の取り扱い 

   市が提供する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。 

  ⑤１応募者の複数提案の禁止 

   １応募者は、１つの提案しか行うことができない。 

  ⑥提出書類の変更禁止 
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   提出した書類の変更はできない。なお、本提出書類について後日参考資料を求める

ことがある。 

 

  ⑦虚偽の記載の禁止 

   提出書類に虚偽の記載をし、または重要な事実について記載をしなかった場合は、

参加表明書又は企画提案書を無効とする。 

  ⑧関係法令等の遵守 

   受注者は、本業務の実施にあたり関係する法令等を遵守しなければならない。 


